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第
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緒
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(
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論
白
目
的
)

公
平
副
枕
上
自
蛇
鮎
(
一
此
枯
自
身
に
於
る
怯
鮎

A
詑
本
所
有
者
山
負
婚
に
崎
着
す
る
と
し

τ
白
快
貼
け
品
砧
物
件
又
は
楳
県
白
指
定
見

(
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は
捕
捉

ω
献
制
よ
り

E
ず
る
も

ω
1却
枕
物
刊
心
拍
ー
に

κ
っ
き
2
物
件

A
棋
増
山
捕
捉
に
ワ
き
い
阿
れ
山
方
法
に
て
も
b
抽
に
川
抜
出

ω
場
合
る

品
平
負
揚
山
締
め
の
謀
枕
方
法
白
行
mv
難
き
こ
と
よ
り
止
ず
る
も
の
ハ
い
巣
辿
の
行
ひ
雌
き
こ
と
何
先
柚
貼
耕
作
人
的

4
仙
叫
的
蹴
い
負
依
利
了
控

除
雌
り
生
量
投
控
除
難
的
確
立
皮
創
的
雌
的
債
務
省
心
負
抱
に
師
若
す
る
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し
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口
物

i
負
拙
と
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て
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怯
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上
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憐
上
心
扶
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A
世
事

t
減
縮
ナ
る
こ
と
い
箆
本
山
成
川
市
を
防
げ
る
矯
め
る
内
岡
資
本
山
外
闘
流

出
を
溢
め
る
同
日
時
間
外
岡
よ
り
内
同
へ
の
投
手
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妨
げ
る
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手
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判
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醐

E
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産
自
伺
値
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低
下
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る
と
と
同
此
合
政
策
上
川
単
梅
田
間
接
)

謙
一
蹴
技
術
上
田
帥
鮎
(
付
哀
悼
間
接
両
方
法

h

持
活
の
も
心
伺
各
方
法
に
特
段
な
る
も
白
川
直
接
方
法

Z
立
川
町
間
接
方
法
白
北
?
と

論

議

(
第
六
抗

) 

入ノ、

第
三
段

結
論
(
全
文
白
噌
旨
)

緒
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1=1 

今
度
の
税
制
改
革
は
未
に
其
を
以

τ理
想
的
仁
税
制
を
改
良
し
得
た
も
の
正
は
い
ひ
鍵
ね
る
。
け
れ
い
と
も
可
な

り
手
康
C
改
正
を
行
ふ
た
。
史
上
に
特
筆
さ
る
べ
き
大
事
業
で
は
あ
る
。
其
の
中
で
も
資
本
利
子
税
を
加
へ
た
こ

ご
の
如
き
は
、
質
に
一
の
大
な
出
来
事
で
ゐ
る
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
共
税
率
の
僅
か
に
百
分
二
ご
い
ふ
の

1;)， 

ゐ
ま
・
り
に
腿
過
ぎ
る
負
鎗
ご
し
て
指
摘
し
な
〈

t
は
な
ら
ぬ
が
、
共
れ
に
け
の
も
の
で
も
特
に
資
本
家
の
頭

に
負
強
を
加
へ
る
こ
吉
、
な
っ
た
の
は
先
づ
々
々
成
功
ご
い
ふ
て
良
い
。
そ
し
て
我
闘
の
税
制
に
於
て
所
得
税
の

傍
に
、
地
租
営
業
税
を
維
持
し
、
随
ふ
て
所
得
税
正
牧
盆
税
ご
を
結
合
し
て
直
接
税
館
系
を
立
つ
る
の
主
義
を
採

る
以
上
は
、
英
れ
に
資
本
利
子
税
を
加
へ
る
の
は
、
此
主
義
に
依
る
租
税
鶴
系
の
完
成
ご
し
て
常
然
の
却
で
も
あ

る
(
註
ニ
o

A

問
ほ
其
上
に
も
家
屋
税
を
設
け
た
し
Z
い
ふ
所
だ
が
、
其
の
方
は
地
方
の
特
別
財
源
に
委
か
し
た
ご
い

ふ
ニ
ピ
で
一
廊
の
説
明
は
つ
〈
。
共
れ
で
満
足
古
い
ふ
の
で
は
な
い
が
、
幾
ら
か
怨
す
る
こ
さ
が
出
来
る
ご
い
ふ

も
の
ガ
。
そ
し
て
此
利
子
税
の
設
定
は
税
健
系
の
完
成
古
い
ふ
こ
ぜ
の
外
に
、
近
代
思
潮
た
る
枇
曾
政
策
的
精
紳



か
ら
見

τも
、
概

L
て
無
品
局
者
階
級
た
る
資
本
家
の
特
別
の
負
捻
ご
し
て
至
嘗
な
稔
花
ご
い
ふ
こ
ご
を
得
る
。

(註一一
)

O

で
今
度
の
税
整
並
に
特
に
其
の
資
本
利
子
税
新
設
は
一
際
は
締
議
す
ぺ
さ
も
の
で
は
あ
る
。
り
れ
ど
も
進

ん
で
此
が
徹
一
斑
徹
尾
、
成
功
し
た
も
の
ご
い
へ
る
か
に
は
大
に
疑
な
き
能
は
十
ピ
す
ぺ
き
所
以
の
も
の
を
見
山

す
。
之
を
指
摘
す
る
の
は
、
之
が
今
後
の
経
過
を
了
解
す
る
の
に
有
盆

rピ
信
ず
る
に
よ

h
τ
、
敢
て
之
を
試
み

ゃ
う
E
思
ふ
。
畑
山
も
議
に
資
本
利
子
枇
の
紋
貼
を
事
「
る
で
あ
ら
う
。

(
駐
ご

此
賀
本
刺
子
砧
を
以
て
欣
証
枕
世
系
的
完
成
白
時
め
に
枇
く
・
へ
か
ら
ず
止
す
る
事
は
、
諸
多
白
串
者
、
ワ
グ
ナ
?
、
ロ
ヴ
シ
ア

i
、
コ
ン

〉

-
フ
ー
ド
、
へ
ツ
ケ
ル
、
」
川
ル
グ

γ
、
プ
ア
イ
7

ア
I
毎
回
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L
〈
之
を
説
{
断
て
あ
る
叫

(
陸
ニ
)

之
に
つ
き
、

μ

ツ
シ
ア

l
付
、
此
資
本
利
子
枕
に
は
、
忠
世
な
る
利
刷
者
に
制
し
て
の
民
衆
的
敵
意
が
協
力

L
て
居
る
と
い
十
三
て
居
る

h
a

第

段

公
平
課
税
上
の
快
貼

先
以
て
負
描
旧
公
平
の
見
地
か
ら
此
税
の
倣
駄
を
見
る
o

共
は
此
税
自
身
に
も
あ
れ
ば
、
他
牧
盆
枕
ご
の
闘
係
上

に
も
あ
る
。

ト
此
税
自
身
に
於
け
る
鉄
総

仏
資
本
所
有
者
の
負
絡
に
附
着
す
る
正
し

τの
此
枕
に
於
付
る
敏
結

ん
い
課
税
物
件
又
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楳
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定
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犯
の
快
紡
よ
ち
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る
も
の
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f
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審

(
弟
六
腕

人
八
四

同

論

難
り
課
税
物
件
の
指
定
仁
っ
き
て
は
、
往
々
に
し
て
此
枕
を
国
債
等
に
見
守
る
ニ
己
が
ゐ
っ
て
、
北
(
の
潟
め

に
負
傷
一
般
の
原
則
に
反
す
る
こ
正
、
も
な
り
得
る
富
一
一
)
O

此
貼
か
ら
い
ふ
て
、
我
国
法
が
弘
枕
を
貯
蓄
債
券
、

復
興
貯
蓄
債
券
に
止
め
て
、

同
債
に
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
り
は
先
以
て
成
功
日
に
o

シ
L

7

レ
団
、
非
免
枇
の
貸
付
の
み
の
負
権
と

v
λ

と
白
と
が
、
掛
枇
の
一
般
に
封

L
M正
出
す
べ
き
倒
棋
に
導
〈
と

U
L、
ャ
汁
リ
ュ
ー

九

も
、
抵
常
伯
雄
印
刷
児
此
を
叫
て
鼎
龍
す
ベ
か
ら
ざ
る
も
の
と
幻
す
。
同
問
備
部
粕
川
姐
に
ワ
い
て
は
前
に
就
い
た
か
'
b
A
ザ
多
〈
い
は
な
い
。

(
鮭
三
)

当
課
税
物
件
比
標
山
中
川
り
捕
挺
に
つ
き

吋
如
何
な
る
部
税
方
法
に
依
っ
て
も
、
之
が
捕
促
維
を
免
れ
中
、
随
っ
て
遮
枕
し
た
も
の
ご
、
漣
枕
し

な
か
っ
た
も
の
又
は
辿
脱
し
ゃ
う
ご
し
て
も
し
得
な
か
っ
た
も

ω之
を
生
や
る
o

斯
〈
て
此
二
者
の
間
に
不
民
両
手

が
必
然
に
生
守
る
(
説
凹
)
。
而
か
も
北
(
結
果
は

E
直
な
者
が
首
一
〈
謀
せ
ら
れ
て
、
不
正
直
な
も

ω
が
股
枕
を
負
ひ
叉

は
無
税
、
己
な
る
ヨ
】
ご
が
生
一
中
る
(
詰
一
血
)
。

Z
1
4
ル
ヒ
は
、
之
が
仙
根
難
か
ら
し
て
、
此
枇
が
民
投
行
上
、
官
に
不
公
平
に
止
ま
る
と
い
ひ
プ
ア
イ
フ
ア

i
は
.
誠
持
政
な
る
批

費
(
制
之
、
岡
偵
・
祇
叫
貸
心
如
し
)
は
士
〈
幼
宿
に
詑
紫
せ
ら
れ
、
他
山
も
山
が
抗
う
で
な
い
ζ

止
に
凶
っ
て
、
大
な
弔
公
平

u
p
H
f
る
と
い
ヰ

〉盆

て
居
る
。

(
舘
岡
)

ロ
ツ
ツ
ほ
、
此
松
げ
別
居
々
回
避
さ
る
L

と
き
に
、
正
直
な
人
民
が
臨
協
な
人
民
の
利
盆
に
於
C
負
指
せ
し
め
ら
る
と
均
し
、
ヲ
ス
カ
も
同

6
 

意
味
。
ζ

と
を
い
ふ
て
居
る
。

(
控
五
)

い
り
特
に
源
泉
謀
税
又
は
間
接
税
の
方
法
に
依
る
ご
き
に
は
、
外
国
よ
り
流
入
す
る
利
子
郎
も
闘
民
が
其
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外
岡
投
資
h
f
b
牧
得
す
る
利
子
を
捕
捉
し
得
ぬ
こ
ピ
、
な
る
。
立
(
結
川
市
ご
し
て
岡
氏

ω内
闘
か
ら
得
る
利
子
正
、

外
岡
か
ち
得
る
も
凶
ご
の
聞
に
不
日
公
平
な
る
負
携
を
生
す
る
-
】
ぜ
に
な
る
。
我
岡
山
り
如
く
資
本
利
子
を
ニ
柿
に
別

も
、
叩
柿
に
服
す
る
も
の
仁
狐
泉
課
税
を
一
骨
却
す
さ
き
に
、
少
(
ご
も
此
に
つ
い
て
は
此
非
難
が
常
る
こ
己
、
な

る
o

尤
も
此
外
岡
投
資
に
は
般
に
外
凶
に
て
相
常
の
税
が
識
せ
ら
れ

τ居
る
か
ら
其
上
に
課
税
す
る
に
及
ば
す
ご

も
い
へ
る
が
、
間
々
、
外
闘
に
て
相
官

ω謀
税

ω行
は
れ
て
居
ら
m
ぞ
い
ご
が
あ
L

り
得
る
こ
ど
は
、
間
際
飢
枕
に
闘

L
て
設
り
る
所
か
ら
知
ら
る
、
泌
ち
で
あ
る
P

)
 

ろ
公
卒
負
傷
の
矯
め
の
説
税
方
法

ω
行
ひ
雄
主
こ
正
よ
り
生
す
る
も
の
|
|
其
は
貨
は
主
ご
し
て
此
枕
が
人

税
で
な
く

L
て
物
税
で
あ
る
こ
ピ
か
ら
生
中
る
の
で
あ
る
。
但

L
此
枕
に
は
之
を
以
て
物
枕
ご
い
ひ
切
る
こ
ピ
の

出
来
悪
い
山
川
以

ω
も
の
が
あ
b
、
精
密
に
い
へ
ば
人
枕
的
分
子
古
物
税
的
分
子
ざ
を
粂
ね
た
も
の
正
い
ふ
の
が
多

〈
の
場
合
に
は
常
る
(
註
六
)
。
が
兎
に
角
、
此
の
純
人
枕
で
は
な
〈
、
物
税
的
分
子
を
多
分
に
有
つ
の
で
あ
っ

τ、

其
蕗
か
ら
し
て
、
此
に
い
ふ
快
蜘
が
主
と
し
て
生
中
る
の
に
。

チ
ス
カ
は
、
此
枕
は
所
柑
砧
的
刊
貨
の
枕
と
し
て
一
服
梓
翻
刊
山
口
少
さ
牧
椛
枕
だ
。
防
ふ
て
往
々
に
し
て
府
別
所
得
枕
と
い
は
る
λ

と
ま

で
い
ふ
て
肘
る
。

(
H大
)川

累
進
課
税
の
行
ひ
雛
き
こ
己
よ
り
生
十
る
も
の
|
|
一
元
来
、
資
本
利
子
牧
得
者

rhrら
三
い
ふ
て
巨
富

(
 

efH阻
ん
仁
大
資
本
家
£
は
限
ら
な
い
。
む
し
名
極
的
て
零
砕
な
る
資
本
を
も
っ
者
が
多
い
の
打
。
W
A
に
北
(
も
つ
全

{
伴
大
腕

五
) 

λ
λ
五

叢

資
本
刑
午
枇
山
献
貼

部
二
十
二
容

言肯
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論

叢

資
本
刺
子
惜
の
扶
助

節
二
十
二
審

(
第
六
瞬

λ
八
六

，、
) 

財
産
を
之
仁
向
け
て
居
る
小
な
資
本
家
が
可
な
り
多
く
あ
一
る
。
而
か
も
叉
他
方
に
は
何
千
百
十
尚
の
利
子
を
牧
め
る

巨
帥
宇
も
あ
る
ご
す
る
己
き
に
、
何
ご
し
て
も
累
進
課
税
で
な
く
て
は
此
間
巳
公
平
が
保
て
な
い

Q

然
る
に
質
際
此

殺
が
比
例
正
な
る
こ
ご
が
少
か
ら
す
し
て
、
我
闘
も
亦
た
然
り
で
あ
る
(
註
じ
)
。
そ
れ
は
此
税
で
は
課
税
技
術
の
便

宜
上
、
源
泉
課
税
に
依
る
こ
ご
が
少
〈
な
い
の
に
、
共
に
て
は
必
然
に
累
進
が
行
へ
な
い
(
註
入

)
O

債
権
者
に
つ
き

直
接
課
税
す
る
分
に
は
累
進
を
行
は
う
古
思
へ
ば
、
行
へ
な
い
こ
芭
は
な
い
の
で
あ
る
が
(
世
主
、
般
に
一
部
仁
つ

い
て
避
〈
吋
か
ら
や
に
比
例
を
採
っ
た
以
上
、
比
己
の
均
衡
上
、
他
部
の
も
の
に
も
比
例
を
採
る
の
外
な
し
ご
い

ム
ニ
己
も
ゐ

h
、
叉
依
り
に
此
に
て
累
噌
喝
を
行
っ
た
正
し
て
も
、
資
本
利
子
而
か
も
其
中
の
真
に
一
定
相
聞
の
も
の

の
み
に
就
い
て
累
進
を
行
っ
た
の
で
は
、
本
営
仁
人
的
じ
↓
公
平
な
累
進
ご
は
い
へ
な
い
。
所
詮
不
完
全
な
照
準
ご

い
ふ
を
兎
れ
ぬ
(
註
一

C
)
O
其
れ
位
な
ら
ば
一
一
暦
の
こ
吉
、
凡
ぺ

τ比
例
に
し
ゃ
う
か
正
い
ふ
-
}
さ
に
な
る
。
併

L

共
れ
で
は
賞
に
大
所
得
者

Z
小
所
得
者
さ
の
問
に
不
尽
卒
極
去
る
負
摘
さ
な

ιな
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
較
的
新
L
告
一
カ
ニ
O
年
四
摘
出
地
内
費
本
牧
骨
枕
さ
へ
比
例
を
採
っ
で
居
る
。

(
陸
七
)

ナ
ス
ヵ
、
ッ
シ
シ
ス
キ
ー
は
、
此
駄
を
以
て
間
接
又
は
源
泉
謀
枕
必
法
の
酷
鮎
と
L
て
居
る
。

(陸
A
)

テ
ス
カ
封
、
直
接
肱
得
者
に
て
の
資
本
利
チ
諜
祉
に
沿
い
て
、
躍
ま
L
き
累
並
分
級
が
容
易
に
行
は
る
と
い
ふ
の
は
、
出
世
L
C
端
視
に
過

(
盤
九
)

P

、
る
ゆ
れ
E
も
、
或
度
ま
で
は
由
栴
る
。

ロ
ワ
ツ
は
、
累
越
に
存
す
る
正
鵠
t
る
薄
日
酔
、
此
枯
に
て
位
、
断
る
不
完
金
に
賀
現
さ
る
L

こ
と
を
一
市
す
と
い
ふ
て
肝
る
。

(匪

-O)幻
国
血
税
勤
の
設
げ
難
、
き
こ

Z
4
h生
守
る
も
の
|
|
此
税
に
て
は
初
め
よ
ち
兎
税
駄
な

y-設
け
能
は
や
'
Z
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の
見
解
も
あ
る
が
謹
二
)
、
立
(
れ
は
極
端
で
ゐ
っ
て
、
其
の
直
接
謀
税
方
法
に
依
る
も
の
に
ゐ
り
て
は
、
之
を
設

け
や
う
ご
思
へ
ば
出
来
な
い
こ
ピ
で
は
な
い
富
一
二
)
O

現
に
我
闘
の
で
も
乙
楠
の
も
の
に
は
自
ら
此
が
存
す
る
こ

Z
に
な
る
。
け
れ
ど
も
甲
種
の
如
き
源
泉
課
税
の
分
に
は
此
が
設
け
能
は
ぬ
ニ
正
に
な
る
。
現
に
我
閥
法
に

τも

此
に
は
奥
へ
ら
れ
な
い
(
註
一
=
一
)
O

然
る
だ
き
は
甲
純
の
小
額
利
子
所
得
者
は
間
々
非
常
に
憐
む
べ
量
小
所
得
者
で

あ
る
に
も
拘
ら
中
免
税
さ
れ
尚
一
正
い
ふ
不
都
合
が
生
や
る
の
み
な
ら
す
、
脅
し
〈
資
本
利
子
所
得
者
で
あ
b
な
が

ら
一
方
は
甲
穏
に
一
周
す
る
が
絡
め
に
苑
税
駄
な
〈
、
他
方
は
乙
厳
に
風
す
る
縛
め
兎
枕
駄
が
典
へ
ち
る
、
ご
い
ふ

こ
Z
の
不
均
衡
を
も
見
出
す
。
そ
し
て
直
接
課
税
方
法
に
よ
ら
随
ふ
て
兎
枕
結
を
作
っ
た
ご
し
て
も
、
資
本
利
子

の
み
に
就
い
て
之
を
設
〈
る
ご
す
れ
ば
、
共
牧
得
者
の
会
鰻
の
所
得
か
ら
之
を
定
む
る
こ
ご
が
出
来
宇
其
勉
め
此

が
不
通
嘗
な
も
の
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る
を
兎
れ
歩
、
恐
ら
〈
は
一
般
所
得
税
に
て
奥
へ
ら
る
、
は

H

と
の
大
さ
の
も

の
ご
は
な
h
得
凶
こ
ご
の
錦
め
に
義
務
者
を
苦
し
む
る
こ
と
、
な
る
で
ゐ
ら
う
(
位
一
回
)
O

尤
も
我
圃
法
の
乙
稲
利

子
の
耳
目
枕
鮎
正
し

τは
一
般
所
得
税
の
免
税
駄
を
其
催
適
用
さ
れ
、
資
本
和
子
の
み
か
ら
打
算
苫
れ
な
い
や
う
花

か
ら
、
此
絡
の
非
難

rり
は
兎
れ
る
こ
ご
を
得
る
(
位
一
五
)
。

(
E
-
-
)
 

(
陸
士
一
)

シ
ェ
フ
レ

1
は
、
原
則
的
に
は
、
此
の
・
却
を
柑
却
(
最
小
甑
琵
除
)
は
枇
盆
抵
の
本
質

ι瓦
す
と
い
ふ
。

エ
1
4
ル
ヒ
、
具
フ
ア
イ
フ
ア
ー
は
、
直
接
課
税
法
に
於
て
小
額
兎
除
白
可
能
量
指
摘
し
、
コ
シ
一
7
1
ド
に
五
つ
て
は
、
資
本
利
子
枕

に
て
も
、
小
甑
及
准
蓄
預
金
白
兎
桔
に
上
り
て
人
的
事
情
に
考
慮
を
取
り
得
べ

L
之
錯
し
、
ポ
ル
グ
ト
位
、
此
粧
に
於
て
小
師
利
子
が
多
〈
は
菟

税
せ
ら
る
と
い
ふ
創
出
軸
局
は
主
と
し
て
直
接
課
稀
訟
に
怯
る
も
の
に
づ
い
て
行
は
る
与
の
外
な
い
。

第
二
十
二
審

(
第
六
観

七
} 

λ
八
七

E骨

叢

費
本
刺
子
軸
白
蛇
酷
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論

議

費
本
利
子
積
。
陣
動

(
品
伊
大
腕

第
二
十
二
巻

/1. 
) 

λ
入
λ

尤
言
、
、
甲
楠
(
八
世
枇
的
、
動
業
債
券
、
銀
行
預
金
、
産
業
制
合
貯
金
白
利
子
及
貸
付
信
話
回
利
権
)
中
に
で
も
、
銀
行
貯
蓄
間
企
又
は
産

業
組
骨
貯
金
利
子
に
し
て
年
制
京
百
闘
に
尚
た
ざ
る
も
由
を
見
子
る
と
い
ふ
例
外
は
あ
る
。

ロ
ツ
ツ
は
、
目
際
に
て
存
布
す
る
資
本
利
子
措
法
に
於
て
、
事
〈
は
哨
だ
、
削
る
侭
〈
且
杭
ら
れ
た
る
克
靴
貼
あ
る
の
み
・
と
い
ふ
叫

乙
稲
た
る
、
第
三
判
所
判
中
管
制
正
に
非
る
貸
金
又
は
制
金
白
利
子
は
、
第
三
組
所
得
に
ワ
き
制
措
義
務
を
有
す
る
者
自
分
に
限
る
か

(
註
一
三
)

(
桂
-
回
)

(
駐
-
五
)

ら
、
此
げ
か
克
枕
舶
は
責
半
利
子
だ
け
で
定
ま
ら
ず
、
真
義
勤
者
の
人
土
府
和
田
大
き
か
ら
r止
ま
る
と
止
、
む
る
。

パ
い
人
的
又
は
家
事
的
事
情
僻
酌
の
行
は
れ
難
き
こ
ご
よ
h
生
守
る
も
の
|
|
元
来
、
同
一
一
繊
の
所
得
で
も

各
人
の
人
的
又
は
家
内
事
情
如
何
に
よ
・
り
て
は
給
付
能
カ
に
等
差
を
生
す
る
。
随
ふ
て
資
本
利
手
枕
に
も
之
が
倒

酌
の
望
ま
し
き
所
げ
ん
が
、
此
が
兎
角
、
比
税
に
は
叫
酌
せ
ら
れ
や
，
、
又
は
掛
酌
さ
れ
て
も
極
め
て
少
し
、
か
掛
酌

き
れ
な
い
富
一
」
ハ
)
。
我
閣
法
に
歪
つ
て
は
直
接
説
税
法
に
於
り
る
も
の
に
て
一
般
所
得
税
ご
の
闘
係
上
義
務
者
の

範
固
に
つ
き
間
接
に
行
は
る
、
に
り
で
あ
る
。
間
接
課
税
法
に
依
る
も
の
に
て
は
企
〈
此
が
掛
酌
せ
ら
れ
心
。
汁
は

虚
に
も
不
公
平
が
存
す
る
。

画面臨幽幽自白歯副

(
註
=
ハ
)
細
川
地
山
一
九
二
の
年
山
武
本
肱
誼
枇
に
て
も
原
則
的
に
は
曲
が
部
的
せ
ら
れ

γ
、
唯
だ
、
資
本
牧
盆
枕
白
義
務
者
が
六
十
此
此
上
主
は

併
利
不
能
な
川
、
と
き
に
は
、
北
宜
酬
は
れ
た
る
資
本
牧
銃
一
柑
封
、
ず
し
(
義
務
あ
る
所
持
続
に
て
計
算
せ
ら
る
与
を
鮮
と
い
ふ
こ
と
に
で
例
外
が

認
め
ら
れ
た
。

川
い
負
偵
利
子
控
除
の
行
は
れ
雑
誌
こ
-
ご
よ
ち
生
中
る
も
の
|
|
此
枕
に
於
て
利
子
牧
得
者
が
別
に
負
ふ
所

の
負
械
の
利
子
を
控
除
す
る
の
が
醤
然
で
も
あ
ら
う
し
(
諒
一
と
、
立
(
例
が
な
い
で
も
な
い
が
(
註
〕
八
)
、
併
し
我
図

目胸

1.0t2:. a. n. O. S. 370 

TY5zka， a. a. 0 日白 '59.5trutz，九九 O.S. 1¥2 

18) 

19) 



仲
間
に
て
は
行
は
れ
な
い
し
(
註
一
五
、
行
は
な
い
例
は
他
に
も
あ

b
Eニ
C
)
、
そ
し

τ牧
盆
税
ご
い
ふ
上
か
ら
強
ゐ

て
之
を
行
ふ
に
蛍
ら
凶
ご
も
い
へ
る
し
(
誌
三
)
、
叉
之
を
行
ふ
た
所
で
北
(
は
直
接
桜
税
に
依
る
も
の
に
に
け
で
、

別

間
後
訓
附
税
に
依
る
も
の
に
は
行
へ
な
い
。
然
る
に
之
を
直
接
訓
同
校
に
よ
る
も
の
ピ
け
に
行
っ
た
正

L
K
ら
、
市
肯
L

〈
資
本
利
子
の
中
に
不
均
衡
な
る
負
擦
と
い
ふ
こ
ご
が
生
す
る
し
、
加
之
、
資
本
利
子
税
ご
並
行
す
る
地
租
営
業

川
副

税
に
て
此
利
子
控
除
が
金
〈
行
は
れ
歩
、
又
は
不
完
全
に
行
は
る
、
の
ご
の
不
均
衡
が
生
す
る
ご
い
ム
不
都
令
色

あ
る
。
然
ら
ば
進
ん
で
地
利
管
業
税
仁
於
り
る
此
負
依
料
酌
を
蹴
採
し
ゃ
う
か
己
の
考
も
起
る
が
、
此
等
の
も
の

に
て
之
を
ゐ
ま
ち
に
康
げ
る
ご
き
は
、
義
務
者
は
此
国
税
の
み
で
な
く
之
に
加
は
る
所
の
地
方
附
加
税
を
も
考
へ

て
、
此
恩
典
に
治
す
る
こ
ど
の
利
盆
の
大
い
所
か
ら
、
過
大
に
之
を
巾
告
す
る
ご
い
ム
こ
ご
に
な
る
恐
も
生
宇
る

の
で
、
浮

h
r
h
t
は
手
を
延
ば
せ
な
い

Z
レ
ふ
こ
さ
が
あ
る
。
斯
〈
て
資
本
利
チ
枕
仁
て
負
債
倒
的
の
行
は
れ
m
H

E
ν
ふ
こ
ご
に
な
る
ご
、
此
は
義
務
者
に
ご
り
て
は
、
負
偵
ゐ
る
も
の
ご
、
之
な
己
も
の
ご
の
聞
に
不
公
平
な
る

負
擦
に
ご
い
ふ
結
果
に
な
ら
な
〈

τは
な
ら
必
。

ロ
ツ
"
は
、
費
本
刺
子
税
に
で
も
、
負
杭
州
干
挟
除
を
興
ふ
る
と
と
は
悦
供
心
制
的
だ
と
鴻

L
、
フ
オ
ツ
ケ
位
、
此
に
て
負
釘
者
自
負

強
を
免
ず
る
と
と
が
切
貨
な
要
求
だ
と
鎚
ら

(
註
-
七
)

(住

-
A
)

3
 

3
 

2
 

例
之
.
バ
イ
エ
ル
ン
、
バ

1
デ
ン
に
あ
る
。

(
陸
一
九
)

我
酬
に
て
は
、
叩
輔
利
子
は
其
支
捕
を
受
〈
ペ
き
金
額
広
依
り
、
乙
純
利
子
は
前
年
中
山
牧
入
金
額
に
依
る
と
い
ふ
か
ら
、
負
航
利
子

制
酎
酌
の
儲
地
は
な
い
。

(
銘
大
都

第
二
十
ニ
を

丸

λ
λ
丸

論

輩

資
本
刺
子
松
山
献
尉

Bela Foldes， a. a. O. S. 407 
Eheberg. a. O. S. 275 
Lotz， a. a. O. S. 370. Vockc， a. a. O. S. 333 

Tys:dm， a目 a.O. S. 157・

20) 

21) 

22) 
23) 



論

資
本
利
子
騒
の
世
勤

(
第
六
雄

入
九

O

一O)

例
之
、
街
地
由
一
九
ニ

O
年
の
資
本
肱
益
曲
目
負
債
利
子
此
貸
方
肱
盆
の
負
撤
回
控
除
を
定
め
な
い
。

ヨ
ン
ラ

l
y
・
片
品
ア
レ
ー
は
、
牧
益
枕
た
る
白
故
に
此
就
に
、
此
制
的
が
欄
描
せ
ず
又
は
行
は
れ
ず
と
錦
し
、
チ
吋
《
カ
は
、
其
が
恰

も
比
松
田
値
動
だ
と
い
ふ
。

第
二
+
二
審

議

(
陸
ニ

O
)

(
陸
ニ
-
)5

生
産
費
控
除
の
行
は
れ
雛
き
こ
己
よ
り
生
す
る
も
の
|
|
此
生
産
相
宜
控
除
ご
い
ふ
こ
ご
も
我
闘
に
て
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
普
通
に
資
本
利
子
枕
で
は
共
牧
盆
稔
た
る
性
質
hr
ら
し
て
も
之
を
認
め
な
い

vaニ一一
)
O

極
小
さ
な
例
外
は
あ
る
ピ
し
て
も
(
詰
一
三
)
、
大
健
認
め
な
い
。
併
し
、

さ
う
な
ι
E
精
密
仁

νふ
て
は
公
平
な
負

携
で
は
な
い
ご
い
ふ
こ
正
に
な
ら
ゴ
る
を
得
凶
。

コ
ン
ヲ

l
v崎
、
此
輸
出
枇
益
税
に
闘
す
る
山
崎
に
、
此
um
桂
費
に
納
付
き
た
る
費
用
出
品
除
せ
ら
れ
ず
と
錯
し
、
ロ
ツ
ツ
は
、
他
自

牧
盆
稔
に
で
獲
得
費
が
不
完
全
に
考
慮
さ
れ
又
は
金
〈
考
慮
さ
れ
な
い
だ
け
で
は
、
義
務
省
の
各
種
の
も
の
に
此
が
控
除
を
許
す
の
が
収
益
枯
挫

却

系
の
原
川
に
嵐
し
な
い
と
い
ふ
と
と
を
行
は
れ
し
め
た
と
い
ふ
て
屠
る
。

(
註
ニ
ニ
)

調
謹
一
九
ニ

O
年
自
費
本
利
子
枕
に
て
例
持
的
に
生
昔
費

ω控
除
を
許
し
た
の
は
、
井
岡
へ
由
貸
付
回
肱
盆
に
て
、
之
に
砕
け
る
杵
圃

枕
心
控
除
聖
司
し
た
こ
と
で
あ
る
悶

(健二一一一)6
確
貨
皮
叫
酌
の
行
は
れ
難
き
こ
ご
よ
b
生
守
る
も
の
|
|
一
克
来
、
同
一
金
額
の
利
子
ご
て
も
、
其
危
険

叉
は
磁
寅
の
度
合
は
同
で
な
い
。
或
も
の
は
極
め
て
硲
貨
に
生
守
る

L
、
他
の
も
の
は
極
め
て
不
安
な
朕
態
に
て

生
中
る
。
其
聞
に
幾
多
の
差
等
が
ゐ
る
(
詰
二
削
)
O

然
る
に
利
子
税
で
は
之
を
一
率
に
取
扱

ο、
差
等
を
つ
け
な

ぃ
。
其
蕗
に
不
必
卒
が
ゐ
る
ご

L
な
り
れ
ば
な
ら
品
。
直
接
課
税
で
は
之
を
差
別
し
て
課
す
る
こ
Z
煩
に
過
ぎ
て

24) Strutz， l'l. a. O. S. 82 
25) Con目 d，a. a. O. S. 150. 5ch:iffie， a. a. O. S.叩7・Tyszka，a. a. O. 5 

157. 
26) 仁onrad，a. a. O. 5， 150. Lotz， a. a. O. 5. 371 
27) Stlutz， a. a. O. S. 83 



行
ひ
符
泊
。
間
接
課
枕
法
に
て
は
或
皮
ま
で
利
率
に
よ

h
て
差
等
諌
税
が
出
家
向

-
-
t
も
な
い
が
、
此
ご
て
も
矢

張
b
商
倒
で
行
ひ
悪
い
(
註
二
百
)
O

(
健
二
回
)

シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
種
々
な
る
利
子
部
は
課
枇
力
の
同
一
度
を
有
官
。
て
な
い
e
此
事
は
特
に
危
険
を
宵
し
た
る
投
資
由
利
子
、
北
に
静

身
年
金
に
つ
き
C
岱
る
と
い
ひ
、
ア
ダ
ム
ス
も
、
費
本
主
呼
ば
る
ゐ
財
虚
は
一
様
.
て
な
い
。
之
よ
り
生
ず
る
利
子
は
其
種
々
た
る
相
時
上
自
品
質

を
一
市
す
も
由
だ
と
錯
し
、
セ
リ
グ
マ
ン
は
・
利
子
中
は
費
本
の
稲
翻
由
民
る
と
共
に
、
投
資
目
安
全
度
に
よ
り
、
貸
付
白
川
町
に
よ
り
、
金
融
市

場
。
肱
勢
止
北
ハ
他
的
純
一
々
尚
一
耳
諸
に
よ
り
て
腿
化
す
と
鴻

L
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
戸
ス
も
、
高
昏
費
本
別
子
、
両
者
配
官
等
は
大
な
危
肱
に
紡
刊
き
得

〉

る
も
白
で
此
は
-ZM叩
課
枯
て
は
考
泰
し
な
(
て
な
ら
ぬ
も
の
だ
と
い
ふ
て
居
る
叫

(
陸
ニ
五
)

例
之
.
五
分
以
下
山
に
は
縄

ι、
五
分
以
上
一
制
白
に
は
拠
ら
、

一
割
以
上
由
に
幾
ら
と
い
ふ
が
如
き
差
等
課
桔
は
山
車
自
こ
と
は
な

い
。
ッ
シ
シ
λ

キ
ー
が
間
接
部
秘
訟
の
献
拡
と
し
て
、
所
和
田
頼
翻
に
よ
り
て
輪
車
を
分
級
す
る
乙
主
の
間
離
を
事
げ
て
居
る
削
は
、
考
趨
心
苧

う
だ
。

何
債
務
者
の
負
携
に
蹄
着
す
る
正
し
て
の
此
税
の
快
勤
|
|
此
税
が
課
せ
ら
れ
た
ご
し

τ、
偵
機
者
叉
は
資
本

家
は
、
北
(
資
本
の
移
動
性
を
利
用
し
、
税
の
か
、
る
所
の
投
資
方
訟
を
避
け
て
、
共
の
掛
か
ら
泊
所
の
内
闘
の
他

の
方
両
、
叉
は
此
枕
が
掛
り
巳
れ

τも
逃
げ
易
い
他
の
方
而
、
又
は
外
闘
方
面
へ
移
っ
て
投
資
す
る
こ
己
が
出
来

る
。
随
ふ

τは
偵
務
者
に
於
て
強
ゐ
て
之
を
利
用

L
や
う
ど
思
ふ
己
税
に
け
を
叉
は
少
〈
ご
も
北
(
一
部
を
負
は
な

く
て
は
な
ら
ぬ
ご
い
ふ
こ
ど
に
な
る
定
一
一

5
0
然
る
ピ
ヨ
は
此
税
は
共
目
的
古
す
る
利
子
牧
得
者
を
叩
附
す
る
こ
ご

が
出
来
す
し
て
、
債
務
者
ご
い
ふ
別
の
人
に
負
携
せ
し
め
ら
る
、
こ
ご
に
な
b
、
主
(
も
比
較
的
弱
主
人
々
に
ご
い

憤

議

費
本
刺
子
枕
の
依
尉

第
二
十
ニ
巷

(
品
静
六
紘

i¥ 
丸

Scha日e，a. a. O. S. 19'5. Adams， Scicncc of 6.n削 CC. p. 359. Scligman， 

Sl1i仕itlgand incidcnce of taxation. 2 ed. p. 262. 13ela Foldes. a. a. 0 

s. 406 
Tuschinsld. a. a. Q. S. 100 
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論

畿

安
本
利
子
枕
心
融
制

(
第
六
批

部
二
十
二
位
甘

一) 

/， 
丸

ふ
に
於
て
は
一
府
不
公
平
な
結
川
市
を
来
た
す
を
免
れ
旧
制
。
此
事
は
直
接
謀
説
法
に
て
も
次
第
に
特
嫁
に
よ
り

τ生

す
る
こ
ど
に
が
、
比
に
て
は
在

f
に
は
生
世
ぬ
ご
い
ふ
ガ
け
の
徐
絡
は
ゐ
る
(
詰
ニ
じ
)
O

然
る
に
間
接
課
税
方
法
に

依
る
ご
き
に
は
一
一
層
掛
〈
偵
務
者
(
政
ら
〈
徴
税
機
関
正
し

τ選
ま
れ
忙
所
の
)
の
負
抽
出
に
蹄
し
終
る
傾
が
あ
る
。

形
式
的
に
は
偵
務
者
が
俄
椛
者
向
T
b
賠
償
を
受
〈
る
ピ
苫
れ
る
ご
し
て
も
、
経
済
上
一
品
質
上
に
は
共
だ
け
利
子
の

引
上
ご
な
っ
て
債
務
省
に
腕
着
す
る
こ
吉
、
な
る
傾
が
大
い
(
龍
二
八
)
0

尤
も
此
依
務
者
負
強
蹄
着
の
現
象
は
、
凡

べ
て
の
資
本
へ
の
同
様
の
課
税
で
め
れ
ば
此
が
起
ら
す
ご
い
ふ
こ
ご
が
ゐ

b
(批
二
九
)
、
叉
阪
に
一
定
期
間
に
つ
き

一
定
保
件
に
て
貸
付
け
共
附
偵
様
者
か
ら
解
約
し
待
尚
闘
係
に
ゐ
る
も
の
に
も
此
が
旭
ら
ぬ
で
あ
ら
う
(
喜
一
O
)
O

併
し
前
者
は
極
め
て
稀
有
の
こ
ご
で
ゐ

h
(註
三
一
)
、
後
者
ど
て
、
共
謀
税
法
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
る
筒
々
の
契

約
に
は
古
う
に
が
、
税
法
施
行
後
生
中
る
新
し
き
取
引
に
は
然
ら
宇
で
あ
る
(
説
三
二
)
O

そ
れ
か
ら
税
の
軽
易
の
苫

き
に
も
負
依
者
蹄
J

看
は
少
〈
て
済
む
し
(
駐
屯
ニ
三
)
、
資
本
家
の
問
に
需
要
競
争
の
強
〈
行
は
る
、
有
力
な
投
資
物
館

に
て
も
此
負
偵
者
蹄
着
の
行
は
れ
な
い
こ
ご
が
ゐ
b
得
る
し
(
詰
三
四
)
、
真
に
夫
の
現
象

ω前
提
言
な
っ
た
資
本
の

移
動
性
に
も
色
々
な
故
障
又
は
妨
害
原
凶
が
存
在
し
て
之
K
T
多
少
ご
も
妨
げ
て
は
居
る
(
堅
二
五

)Orか
ら
夫
の
現

象
が
、
そ
ん
な
に
著
大
な
も
の
ご
は
い
ふ
司
』

F
f得
ぬ
。
り
れ
Y
」
も
金
〈
起
ら
ぬ
ど
は
い
へ
す
、
或
皮
ま
で
某
の

誕
生
を
期
待
す
る
の
は
無
理
で
な
い
。

何
一
般
に
此
酷
白
持
部
白
容
易
な
る
ζ

と
を
町
臨
む
る
が
あ
る
。
倒
之
、

7
4ル
ヒ
は
此
枕
は
債
務
者
へ
輔
総
ナ
る
心
配
あ
り
主
錦

(
註
二
六
)



L
、
ベ
ラ
フ
エ
ル
戸
兄
は
、
此
が
容
易
に
伯
仲
嫁
す
べ
き
も
の
だ
と
伺

L
、
ツ
シ

y
ス
キ
ー
は
、
此
が
容
易
に
負
債
者
に
輔
嫁
さ
る
誌
と
止
が
#
雌

さ
る
h

と
い
ひ
、
シ
ェ
フ
レ
ー
も
、
債
措
唱
は
債
勝
者
に
針
し
、
後
者
へ
の
料
総
を
有
刺
ム
」
す
る
純
前
」
白
地
位
の
優
勝
配
布
っ
こ
ん
あ
り
と
い

ひ
、
川
ス
テ

i
フ
ル
は
、
北
負
挽
師
茄
は
恐
ら
〈
一
部
貸
付
を
挺
す
る
地
主
(
借
主
た
る
)
に
師

L
、
一
部
は
脊
本
家
四
上
に
締
す
る

γ
あ
ら
3
と

、a
m川

…
I

P
品
。

)
 

。
“
安
本
の
移
動
性
よ
り
し
て
之
を
誼
〈
は
、
例
之
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
で
、
彼
は
、
此
耽
白
物
値
目
科
目
習
に
格

L
符
る
こ
と
の
泊
め
に
、
此
枕
由
一
脚
脇

(

-

が
百
々
に
し
て
削
る
作
品
に
生
ず
る
と
い
ひ
、
プ
ア
イ
フ
ア
ー
も
、
今
日
交
泊
が
白
山

H
O
同
誌
で
あ
り
、
多

f
の
資
本
H
F
梓
易
に
日
つ
辿
か
に

協
動
的
と
泊
さ
れ
件
、
往
々
に
し
て
小
な
M

品
川
が
多
(
の
資
本
家
を
し
て
北
資
金
を
M

仲
間
に
投
ず
る
こ
と
に
議
ム
に
イ
分
だ
と
い
ふ
と
と
は
昨
だ

と
い

L

。

川
君
主
全
部
に
課
枕
の
行
は
れ
ざ
る
こ
と
か

ι之
を
手
、
は
、
例
之
、
セ
リ
グ
マ
ン
て
、
彼
は
、
唯
品
費
本
山
叫
に
の
み
謀
せ
ら

E
枕
を
、

借
手
に
判
的
附
す
る
こ
と
は
有
本
家
に
と
り
て
位
持
品
正
と
い
H
V

、
プ
ヲ
ウ

γ
も
、
特
段
仕
方
而
に
於
げ
る
完
本
山
上
山
税
で
あ
っ
て
、
完
本
一
般

M
M
 

に
遁
川
さ
れ
な
い
も
心
は
、
永
い
時
の
川
に
は
崎
山
脇
せ
ら
る
L

こ
と
が
恥
か
だ
と
い
ふ
。

〉

ェ
l
ベ
ル
ヒ
は
、
出
接
課
枕
訟
で
は
、
判
総
は
少
〈
と
も
山
「
に
は
生
じ
な
い
と
い
ふ
て
居
る
o

〉

(
駐
ニ
八
)
り
川
接
課
枯
法
山
下
に
一
層
債
務
者
負
強
可
能
の
大
い
こ
と
を
説
(
は
、
ロ
y
シ
ア

1
、
ポ
ル
グ
卜
隼
出

(
 

)
 

円
門
病
務
省
に
典
へ
ら
る
ミ
租
柑
控
除
が
事
抗

t
無
投
と
な
リ
侍
る
こ
と
を
川
〈
は
、
ヰ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
、
ュ

1

4
ル
ヒ
、
ク
ラ
イ
ン
り
エ
ヒ
タ
l

3
 

轄
。、J

句

作
チ
ス
ヵ
、
ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
之
宮
川
崎
て
川
他
方
法
山
時
淵
と
す
。

(
位
二
九
)
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
凡
べ
て
山
市
本
へ
山
一
様
な
る
砧
が
貸
手
印
ち
資
本
主
円
上
に
師
す
べ
き
こ
止
は
明
か
だ
差
儲

L
、
配
E

リ

Z

B

も
、
所
紺
の
枕
が
一
般
に
し
て
日
つ
小
己
あ
り
、
そ
し
て
正
一
定
山
頂
ぎ
の
も
心
(
或
見
秘
結
以
上
白
も
心
)
に
の
み
謀
せ
ら
る
ミ
闘
で
は
、
枯
白

凡
べ
て
の
負
抱
が
債
雌
唱
に
師
ず
る
こ
と
が
恨
M
せ
ら
る
お
と
焔
し
、
一
一
ツ
7
も
、
資
本
利
子
山
凡
ペ
て
山
植
銅
ヘ
山
一
般
の
枯
に
闘
す
る
と
き

(
位
ニ
七
)

に
は
、
貸
手
は
技
官
を
退
却
す
る
こ
と
が
出
離
な
い
、
そ
し
て
共
資
本
的
需
叫
が
鈍
化
し
な
い
と
き
に
は
、
借
手
に
枕
を
移
す
こ
と
は
附
凱
だ
と

(
第
六
掛

-
v 

論

謹

設
本
刺
子
税
の
献
蹴

第
二
十
ニ
巷

λ
九=一
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諭

資
本
利
子
甜
b
融
部

四
) 

入
九
四

(
第
六
腕

難

第
二
十
二
魯

い
ひ
、
シ
Z

フ
レ
，
も
、
動
的
資
本
山
凡
eへ
て
白
投
下
五
法
出
平
轄
に
負
播
せ
し
め
ら
る
与
と
き
に
は
、
其
遡
例
白
利
子
枯
は
噛
だ
小
い
皮
に
て

の
み
蹴
嫁
せ
ら
る
込
を
僻
と
い
ふ
凶

(
健
三

O)

、ー

例
之
、
二
十
年
間
抵
首
山
上
に
貸
し
た
人
は
、
此
枯
を
謀
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
之
を
他
人
に
輔
献
し
持
な
い
6

(
位
三
-
)

セ
ヲ
グ
マ
ン
は
、
世
界
中
山
凡
ペ
て
由
聞
が
同
様
に
資
本
の
凡
ぺ
て
由
形
に
謀
枕
す
る
こ
と
は
不
謹
棋
だ
。

l
l見
苦
し
一
闘
が
資
本

四
凡
べ
て
の
略
式
を
同
一
事
に
て
鵠
枇

L
中
う
と
し
て
も
、
共
は
成
功

L
な
か
ワ
た
。

l
lそ
L
て
加
除
上
唱
に
長
〈
枕
を
逃
れ
る
所
の
資
本
自

、J
M
岬

揖
形
が
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
が
其
は
民
叫
だ
。

(
盤
E
Z
)

〉O
 

新
し
き
抵
引
に
闘
す
る
に
於
て
、
枕
は
信
用
心
澗
費
者
凶
ょ
に
往
ん
に
し
て
紳
脚
L
符
る
。

(
健
三
三
)

ロ
ツ
ツ
は
、
此
稔
出
資
本
乏
し
き
闘
に
て
而
か
も
向
い
唱
だ
と
、
負
債
者
に
と
り
て
刺
子
脇
武
と
な
る
の
心
配
が
確
に
あ
る
と
い
ひ

(
其
反
面
、
枯
中
低
け
れ
ば
左
ま
で
白
ζ

と
は
な
い
と
い
ふ
白
だ
)
;
;
ァ
ー
も
.
宵
際
は
班
論
家
の
恨
定
す
る
ほ

E
此

枕

の

輔

智

駐

は

入
b
向
。
四
分
由
慣
行
利
市
中
に
て
、
五
分
白
利
子
枕
は
資
本
家
内
純
所
得
を
唯
僅
か
に
三
分
入
園
に
下
げ
る
だ
付
だ
。
此
差
た
る
、
往
々
に
し
て

祉
な

E
と
も
、
資
本
市
川
明
に
於
け
る
仙
の
山
車
事
に
よ
っ
て
も
生
ぜ
ら
る
L

も
白
。
て
、
其
儒
め
に
、
あ
ま
り
に
大
な
資
本
移
山
を
生
ず
る
ζ

と
な

き
も
由
で
あ
る
と
い
ふ
。

(
位
三
回
)

ロ
ツ
ツ
桔
之
に
ワ
一
き
い
ふ
て
居
る
回
{
、
硝
抱
で
十
九
世
紀
由
申
頃
以
北
部
、
投
貧
し
中
う
と
い
ふ
費
本
家
由
串
か
つ
た
と
と
が
、
負
債

者
四
上
へ
の
聯
掠
圭
一
般
に
謹
せ
し
め
な
酔
っ
た
と
と
を
吊
し
た
。
共
同
叫
資
本
家
が
長
〈
無
組
織
自
圏
睡
で
あ
っ
て
、
此
問
に
、
少
〈
唱
と
も
布
力

な
る
投
棄
物
世
に
づ
い
て
は
、
前
漉
な
る
競
争
が
行
は
れ
た
締
め
だ
k
o

(
位
三
五
)
セ
リ
グ
可
ン

M
、
資
本
移
動
に
区
劃
す
る
力
と

L
て
り
読
本
家
白
銀
如
、
幻
資
本
移
動
白
困
難
、
幻
他
閣
へ
の
移
動
に
刊
ふ
危
険
、

4

(

(

(

(

 

投
資
の
賀
行
に
づ
い
て
の
一
砦
主
主
け
は
其
他
0
4扇
、
例
外
肱
枠
上
の
故
障
を
牢
「
。
プ
ラ
ウ
ン
位
、
其
射
に
川
に
づ
き
投
下
喪
中
古
多
(
由
も
り

が
大
に
専
門
化
し
て
居
り
、
之
を
或
他
目
方
法
に
て
右
制
に
怯
用
す
る
ζ

と
は
山
車
な
い
。
そ

L
て
又
此
が
艦
箇
的
に
、

JE
い
時
白
刷
に
の
み
世

3
 

き
換
へ
ち
る
ム
ζ

・
と
お
な
る
と
い
ふ

τ居
る
。
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C
物
上
負
指
叉
は
租
税
消
却
ど
な
る
正
し
て
の
此
税
の
依
貼
!
|
此
税
が
新
仁
謀
せ
ら
れ
た
ど
き
、
荷
積
諮
品
付

た
る
資
本
物
館
に
て
は
、
共
税
の
還
元
額
に
り
其
市
倒
を
下
落
せ
し
め
て
、
所
説
物
上
負
携
ご
な
h
、
京
課
税
新

設
賞
時
の
所
省
主
の
負
世
間
に
蹄
し

τし
ま
う
ご
い
ふ
可
飽
性
が
ゐ
る
(
匙
三
六
)
O

然
る
正
き
は
其
後
之
を
民
牧
す
る

償
檎
者
は
之
が
負
婚
を
免
れ
、
此
税
制
定
後
に
俊
行
き
る
、
有
償
鐙
券
は
此
枕
を
考
慮
に
入
れ
て
利
子
が
高
め
ら

れ
て
負
描
闘
が
債
務
者
に
蹄
せ
し
め
ら
る
、
こ
正
ご
も
な
っ

τ、
債
権
者
が
負
描
帽
を
逃
〈
る
こ
ど
、
な
る
o
斯
〈
し

て
務
し
〈
資
本
利
子
牧
得
者
中
に
此
枕
を
負
ふ
4
4
E
然
ら
ゲ
る
も
の
一
正
並
立
す
る
の
不
一
公
平
が
生
じ
得
る
。
向
は

右
の
可
能
性
は
間
接
課
税
訟
の
場
合
仁
一
一
府
著
し
〈
現
は
れ
る
凹

比
可
拙
性
は
、
ヮ
グ
ナ

1
、
む
4

L

7

レ
i
、
フ
オ
ツ
ケ
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
、
セ
リ
グ
マ
ン
、

ツ
チ

'" 
り
ユ

等
五と
を
宣J

t叫

(院
=
Z
H
)

ニ
仙
の
並
立
す
る
牧
盆
税
ご
の
関
係
上
の
快
鮎

A
他
牧
盆
税
E
重
複
謀
枕
ご
な
る
縛
め
の
不
一
公
平

|
l帥
も
他
の
牧
盆
税
ご
の
闘
係
上
に
て
、
例
之
、
我
邦
法

に
て
も
、
鵬
首
業
税
に
て
箇
人
に
あ
・
り
て
は
資
本
利
子
税
を
課
せ
ら
る
べ
き
資
本
利
子
を
純
盆
仁
算
入
せ
十
正
し
、

法
人
に
あ

h
τ
は
納
付
し
た
る
資
本
刺
子
税
額
を
営
業
牧
盆
税
額
か
ら
控
除
す
正
し
重
複
を
避
け
て
は
居
る
が
、

替
業
の
純
盆
の
計
算
上
、
負
債
利
子
控
除
の
不
完
全
な
る
子
』
ご
が
残
h
、
地
視
の
課
税
標
準
に
至
つ
て
は
全
〈
此

が
控
除
せ
ら
れ
な
い
の
で
、
此
等
の
税
正
資
本
利
子
税
己
の
重
複
課
税
己
レ
ふ
こ
さ
が
生
じ
得
(
註
三
七
)
、
そ
し
て

其
は
恰
か
も
一
の
不
R

公
平
な
負
携
Z
し
て
指
摘
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。

(
第
六
腕

E 

第
二
十
二
巻

入
九
五

設

費
本
制
子
粧
の
融
監

論

Sch訪問~， ~. J1. O. S. 197. Kleinwachter. a. a. O. S. J ;6-7 

Wagncr， a. a. O. S・365・Scliliffie，a目 a.O田 S.19+ Vocke， a. a. O. 5， 
340. Eela Fo!(ks， a. a. O. S. 406. Seligman， 1. c. p. 264. Nitti， 1. c. 
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論

議

資
本
利
子
柑
白
掛
貼

錨
二
十
二
巻

(
第
六
観

-'. ，、
) 

λ
九
六

(
位
三
七
)

ロ
ツ
ツ
は
、
之
に
つ
き
、
地
租
家
島
枇
に
品
目
け
る
負
債
不
控
除
と
い
ふ
こ
と
が
、
牧
盆
枯
て
は
負
債
の
如
、
曹
人
的
事
情
に
考
雌
を
取
ら

ず
と
い
ふ
ζ

と
に
て
緯
能
さ
れ
た
坊
合
に
、
世
甜
四
課
枕
が
存
す
る
。
断
〈
て
抗
措
布
に
附
す
べ
き
h
t
地
家

H
O
牧
錠
部
出
先
づ
不
同
鹿
所
有
者

ι

於
て
操
せ
ら
れ
、
誕
に
今
一
度
、
資
本
利
子
柚
で
併
椛
者
に
て
識
せ
ら
る
L

こ
と
に
な
る
と
い
ふ
凶

山
山
都
叩
附
の
不
公
平
|
l
此
資
本
利
子
税
は
一
冗
来
都
市
的
の
も
の
、
市
民
の
多
く
負
ふ
べ
き
も
の

r
t
い
ふ
傾

が
ゐ
る
C

此
事
は
一
方
か
ら
ヤ
ム
正
、
此
殺
の
新
設
に
よ
り
て
榔
曾
を
間
合
ご
の
比
較
上
過
重
に
負
強
せ

L
む
る

こ
ど
、
な
っ
た
の
だ
ご
も

ν
へ
る

L
、
批
判
に
問
合
は
都
曾
よ
b
儲
る
こ
ピ
大
な
り
ご

L
、
立
(
僚
件
は
長
期
な
る
が

多
〈
随
ふ
て
負
債
が
直
ぐ
に
は
行
は
れ
凶
こ
ご
を
考
へ
る
ご
き
に
、
盆
々
以
て
郁
舎
を
不
利
ご
す
る
と
考
へ
ら
れ

得
る
。
併
し
他
方
か
ら
い
ふ
吉
、
資
本
利
子
枚
入
は
何
百
い
ふ
て
も
一
の
力
強
曹
給
付
能
力
を
一
不
す
も
の
で
ゐ
り
、

可
な
h
重
き
負
路
さ
へ
相
賞
ピ
せ
ら
る
、
の
に
、
他
の
牧
盆
正
比
し
て
最
轄
き
百
分
こ
さ
い
ふ
如
ぎ
税
率
を
此
に

剖
附
す
る
己
き
に
、
之
を
主
ご
し
て
負
ふ
べ
き
都
合
民
は
此
負
婚
に
よ

b
τ
農
村
氏
に
比

L
τ
は
割
合
に
寛
大
に
取

扱
は
る
、
の
V
H
正
も
い
ひ
得
る
o
枯
ら
〈
は
大
尉
か
ら
い
ふ
ピ
、
此
税
は
む
し
ろ
都
曾
民
を
過
軽
負
捻
せ

L
む
る

己い
V

ふ
べ
き
も
の
で
ゐ
る
。

第

段

経
済
及
枇
舎
政
策
上
の
扶
鮎

↑
圃
民
経
憐
上
の
紋
姉
|
|
先
以
て
此
税
が

(Finanz Archiv. 
Lotz， a. n. O. S. 38r 
Schanz， Ein Wort zur bayrischen Kapitalrentensteuer 

21 Jg. 2 Bd.) S， 218 
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ハ
同
共
同
民
経
済
の
利
用
L
得
る
資
本
を
減
縮
す
る
こ
ご
ー
ー
を
結
果
す
る
唱
】
正
を
共
銚
鮪

Z
L
な
〈
て
は
な
ら

ぬ
。
そ
し
て
此
が

)
 

い
資
本
の
成
形
を
妨
げ
る
ミ
ご
に
よ
h
て
先
づ
現
は
れ
る
。

(
 

民
経
済
り
畿
途
上
確
か
に
望
ま
し
き
こ
ご
で
あ
っ
て
、
此
な
〈
し
て
は
何
ご

L
て
も
共
畿
越
を
糞
ふ
こ
己
を
得

一
岡
内
に
資
本
の
豊
富
に
ピ
い
そ
』
ご
は
其
岡

肉
。
然
る
に
者
も
此
資
本
・
の
利
子
枚
入
仁
謝
し
て
或
税
が
か
り
ら
れ
る
ご
な
れ
ば
、
之
な
き
場
合
に
比
し
て
は
、

勤
倹
の
曲
川
紳
が
鈍
ム
り
、
自
ら
資
本
成
形
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
吉
、
な
ら

F
る
を
得
凶
(
兆
三
九
)
O

(
鮭
三
八
)

エ
i
，
ヘ
ル
ヒ
は
、
此
枕
に
は
設
本
成
刷
用
が
妨
げ
ら
る
与
を
滑
る
の
心
配
が
あ
る
と
鵠
L
、
ヲ
ス
カ
も
、
制
倹
自
他
行
に
よ
り
て
同
時
相

済
J
布
盆
な
る
附
粧
を
訂
恕
す
る
こ
止
は
同
家
的
に
得
策
だ
と
い
ふ
岨

)
 

仏
共
れ
か
ら
折
角
存
在
す
る
内
閥
資
本
を
此
税
あ
る
に
よ
り
て
外
国
に
流
出
す
る
こ
子
伊
』
進
め
る
ピ
い
ふ
傾

が
あ
る
(
此
三
九
)
O

そ
し
て
此
は
源
泉
謀
税
の
ピ
き
に
は
一
府
著
し
い
と
杭
削
O
)
O

海
外
投
資
も
闘
の
事
情
に
よ
hJ
て

は
必
十
し
も
反
掛
す
べ
き
で
は
な
い
り
れ
ど
も
、
否
な
積
極
的
に
も
之
を
進
め
た
き
こ
ご
苫
へ
あ
る
け
れ
ど
も
、

併
し
内
国
に
資
本
枕

ω
あ
る
の
放
に
内
闘
を
去
っ
て
外
闘
に
投
資
の
途
を
求
む
る
が
如
き
に
至
っ
て
は
、
北
(
凶
内

の
経
済
を
甥
め
4
h

が
銭
的
に
望
ま
し
が
ら
ざ
る
も
の
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
信
三
九
)

?
フ
フ
エ
ル
デ
ス
、
プ
ラ
ウ
ン
、
パ
ス
テ
ー
プ
ル
は
此
抽
出
資
事
由
外
同
放
逐
白
可
能
を
払
っ
と
川
崎

L
、
エ

1
4
ル
ヒ
は
、
十
九
世
相
叫

に
資
令
白
牧
盆
能
力
自
問
め
ら
札
た
後
で
も
、
立
法
悦
力
が
資
本
利
子
祉
に
は
用
心
深
い
態
度
を
示
し
た
O

赴
れ
一
に
は
凡
ペ
て
伯
担
枯
的
干
捗

議

功
河
本
利
子
枯
白
紙
知

論

弟
二
十
二
審

(
部
六
蛾

七
) 

八
九
七
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内リリ~j. . υM判明日ぜ川吋的制健常綾t~ø:彰終時万込山!;i-明百:六℃、川 ""0"，'ペ処刑，.，"， 九 句 ム 川 山小J

48) 



副首

議

安
本
利
子
桔
白
怯
軌

第
二
十
二
審

(
第
六
扱

凡
九
八

A 

に
劃
す
る
資
本
所
右
者
目
敏
感
辺
、
此
白
如
き
粧
の
か
ゐ
る
凶
か
ら
他
山
知
枇
岡
へ
の
費
本
白
岡
際
持
動
白
容
易
と
に
よ
り
て
資
本
の
流
出
し
得

る
心
配
か
ら
だ
と
い
ふ
て
居
る
叫

(
駐
悶

O
)
ヨ
ン
ヲ

l
rは
、
此
枕
に
て
直
接
融
枕
訟
に
依
む
な
か
っ
た
と
き
に
、
此
危
脇
島
り
と
い
ふ
叫

川
町
其
れ
か
ら
叉
此
枕
が
外
国
か
ら
内
国
へ
の
資
本
の
投
下
を
妨
げ
る
凶
そ

L
て
間
接
課
税
法
に
依
っ
た
場
合

に
は
一
居
此
が
著

L
v
a凹一

τ
元
来
、
外
資
が
来
る
ご
い
I
L
こ
己
は
某
が
生
産
的
に
利
用
古
る
、
限
り
有
盆
で

あ
る
の
仁
、
之
を
遺
骨
さ
り
る
己

ν
ふ
の
は
策
の
得
た
も
の
ご
は
い
w

へ
な
い
。

ロ
ツ
シ
ア
】
、
ポ
ル
グ
ー
は
川
接
法
が
外
岡
債
植
者
の
菟
枕

E
凋
蜘
又
は
不
可
能
と
す
と
錦

L
、
《
ツ
ケ
ル
は
、
制
札
軸
(
間
接
謀
紙

法
)
F
M貯
圃
依
拙
者
に
と
り
て
由
み
能
謹
す
べ
か
ら
ざ
る
部
枕
だ
と
い
ふ
。

(
陸
回
-
)

B
共
闘
民
の
資
本
を
利
用
す
る
経
憐
活
動
を
抑
酪
す
る
こ
さ
|
|
以
上
の
結
果
は
先
似
て

川
資
本
の
利
子
を
高
め
る
こ
ど
(
註
凹
二
)
|
ー
に
よ
ち

τ図
民
の
絞
演
活
動
を
妨
げ
る
こ
ぜ
に
な
る
。
其
が
園

内
限
り
の
副
業
な
ら
ば
大
し
て
不
都
合
も
な
い
が
、
北
一
が
外
岡
に
多
〈
の
競
争
を
有
つ
所
の
事
業
に
閲
す
る
さ
き

に
、
利
手
の
高
〈
生
産
投
の
多
〈
か
、
る
事
は
畿
日
此
上
非
惜
な
る
障
碍
ど
も
な
ら
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。

(
駐
哩
一
)

m
 

k
い
ふ
が
、
刺
子
の
上
ぽ
る
原
凶
と
し
て
は
、
其
外
、
持
図
費
本
の
入
車
を
妨
げ
る
乙
主
、
内
岡
安
本
成
形
の
妨
げ
、
わ
れ
る
と
と
に
も
求
め
な

t

プ
ア
イ
フ
ア
ー
は
、
此
枯
出
資
本
を
外
聞
に
放
語
す
る
鮎
川
市
と
し
て
利
子
歩
合
が
人
錦
的
に
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
叫
て
此
拾
の
非
難
だ

で
は
な
ら
向
。

ん
課
税
に
不
卒
等
の
兎
れ

F
る
こ
正
仁

4
h
τ
も
、
闘
民
の
経
演
活
動
を
妨
げ
る
こ
子
宮
免
れ
な
レ
(
匙
回
=
一
)
。

185・ 13asteble，1. c・p
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元
来
此
税
に

τは
凡
べ

τの
投
資
を
諒
す
る
も
の
で
な
〈
、
其
物
瞳
己
す
る
も
の
、
中
に
て
も
遮
脆
の
し
易
き
も

の
ぜ
難
い
も
の
ご
が
あ
っ
て
、
正
中
吊
T

等
課
税
正
な
る
の
可
能
が
ゐ
る
の
だ
が
、
此
の
如
、
き
は
図
民
の
聞
に
競
争
傑

件
の
不
釣
等
合
生
千
る
も
の
で
あ
う
て
、
異
に
其
活
動
を
助
長
す
る
印
刷
以
の
も
の
正
は
い
へ
な
い
。

プ
レ

B
ン
は
、
資
本
が
公
平
に
謀
枕
さ
れ
ぎ
る
と
き
に
、
紡
岡
本
は
取
引

E
侮
る
こ
と
L

な
る
と
い
ふ
て
居
る
出

(
駐
四
三
)

代
同
民
財
産
の
倒
伯
を
低
下
す
る
こ

E
1
iも
亦
此
税
の
影
響
ご

L
て
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
。
共
は
此
枕
が

有
償
諮
券
の
上
に
物
上
負
摺
己
な
る
に
け
で
は
、
此
を
有
つ
人
民
の
財
産
の
侭
倣
を
損
滅
す
る
守
」
正
、
な
り
、
而

か
も
其
損
叫
酬
の
度
合
は
、
見
伐
に
よ
b
て
は
政
府
の
牧
得
す
る
侭
侃
よ
b
も
大
い
(
註
四
四
)
O

(
駐
岡
田
)

ロ
ツ
ツ
は
、
制
札
粧
が
相
場
の
上
に
消
却
き
九
h

だ
け
で
は
、
謀
松
山
最
小
費
原
川
に
反
す
る
o
此
が
同
家
出
制
貸
を
布
つ
よ
り
も
よ

日

り
多

t
を
刷
係
者
か
ら
取
去
る
こ
と
ia

な
る
と
い
ふ
て
居
る
u

日
山
地
は
袖
山
越
元
組
だ
け
龍
券
倒
円
相
白
下
落
す
る
こ
と
を
且
た
の
で
あ
り
、
龍
券

倒
椅
の
下
蕗
肢
は
枯
制
よ
り
は
大
L
と
い
FA

の
で
あ
る
が
、
枯
山
一
部
中
川
岨
元
顕
だ
げ
白
下
落

γ
憐
む
こ
と
も
あ
り
侍
る
し
、
誼
券
の
下
部
口
一

度
限
り
で
あ
る
の
に
、
枇
翻
は
永
い
年
に

E
り
て
年
々
事
げ
り
る
%
と
い
ム
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
ロ
ツ
ツ
の
い
ふ
の
は
中
し
〈
訪
越
で
あ
る
。

一
つ
耽
曾
政
策
上
の
繰
動

l
lご
し
て
は

ハ
い
直
接
に
は
此
枕
が
偵
務
者
負
捻
ご
な
る
の
可
能
か
ら
し
て
、
中
下
町
府
民
が
債
務
者
正
し
て
、
特
仁
弱
き
立
場

に
あ
る
偵
務
者
ご
[
τ

一
一
騎
多
(
北
(
負
主
斯

ω依
務
の
利
子
を
高
め
ら
晶
、
こ
ど
、
な
っ
て
苦
[
ま
な
ぐ
て
は
な

ら
旧
制
こ

Z
を
事
げ
な
(
て
は
な
ら
泊
。
そ
れ
か
ら

)

l

l

 

同
間
接
に
は
、
此
一
枕
が
前
記
ト
「
一
の
ほ
の
影
響
を
生
十
る
所
し
か
ら
し
て
、
叫
労
働
者
等
に
失
業
の
危
険
嘉
則
ら
す
ご

資
本
利
子
叫
冊
。
蹴
貼

骨量

諭

郁
二
寸
ご
巷

(
部
六
翫

1L 

λ
丸
九

HeckeL九 九 os 
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(
H
J
叩

汽

抗

。
) 

第
二
十
一
一
巻

九

U
O

論

叢

資
本
利
子
枇
の
枕
拙

い
ふ
こ
正
が
あ
h
、
賃
金
低
下
の
可
能
も
ゐ
り
、
賃
金
が
物
価
問
よ
り
も
相
射
的
に
多
〈
下
る
己
い
ふ
可
能
も
あ

る
o

枇
曾
政
策
上
に
は
憂
ふ
ぺ

E
-
」
正
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
的
。

第
三
段

課
税
技
術
上
の
快
鮎

叫

↓
直
接
説
税
法
間
接
説
枕
法
共
通
の
快
紡
|
|
正
し
て
は
此
枕
は
刊
己
し
で
も
課
税
仕
術
が
六
っ
か
[
〈
、
ー
(
物

/

‘

、

り

明

町

印

慨
が
附
間
的
仁
も
場
蕗
的
に
も
可
制
削
で
一
部
は
非
表
現
的
で
あ
り
、
共
捕
慌
が
六
っ
か
し
く
、
遮
脱
の
多
く
な
る

を
免
れ
泊
己
い
ふ
こ
己
で
あ
る
o

抵
常
貸
の
如
〈
公
の
帳
締
に
よ

h
て
設
明
古
品
、
も
の
及
記
名
偵
券
以
如
何
な

川

叫

る
方
誌
に
よ
b
J
τ
も
捕
捉
し
得
る
け
れ
Y
」
も
(
出
凹
百
)
、
私
人
間
の
信
用
に
依
る
普
泌
の
貸
付
ゃ
、
外
凶
へ

ω投
資

に
歪
つ
て
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
b
τ
も
揃
足
仁
は
捕
提
出
来
な
い
。

尤
も
油
脱
の
多
い
か
否
か
は
一
に
は
税
率

の
高
苫
に
も
黙
る

L
(註
四
六
)
、
国
民
道
義
標
準
の
税
皮
に
も
か
、
る
(
註
凹
七
)
O

そ
L
τ
其
の
周
民
道
義
に
歪
つ
て

は
段
々
己
改
善
さ
晶
、
も
の
げ
ご
も
い
へ
る
が
、
併
し
人
心
の
改
お
は
六
っ
か
し
き
こ
ご
で
、
所
詮
、
隠
し
日
制
き

も
の
仁
は
漣
脱
の
多
い
の
を
免
れ
な

ν。
そ

L
て
此
池
腕
は
資
本
利
子
枕
に
於
て
、
則
産
税
に
於
げ
る
よ
り
も
多

V

所
で
あ
る
。
財
産
枕
v
h
t
殆
ん
ど
人
の
全
般
の
能
力
に
か
、
る
か
ら
共
住
居
生
活
の
献
態
か
ら
間
接
に
院
理
す

“
 

る
こ
正
が
出
来
る
の
に
、
利
子
枕
で
は
此
に
依
h
難
い
ご
い
ふ
こ
正
が
あ
る
か
ら
ピ
。

(
陸
四
五
)

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
捕
叫
止
が
貸
付
費
本
の
式
樋

ω
も
の
例
之
、
詑
名
の
柏
岡
山
岡
及
地
方
債
帯
、
具
脅
祇
内
川
護
服
の
峰
件
。
下
に
て
の
凡
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べ
て
由
不
敵
産
抵
首
債
の
如
き
に
は
、
断
る
容
易
H
融
寅
だ
と
舘
L
戸
市
ル
グ
ト
-
L
1
4
ル
グ
は
、
謀
税
標
串
と
な
る
事
貨
の
雁
知
は
必
首
及

尚

共
仙
公
徳
に
登
録
さ
れ
た
る
貸
付
形
式
て
は
部
討
に
可
能
だ
と
い
ふ
。

{
陸
岡
穴
)
ラ
ツ
ツ
は
、
無
形
財
産
拐
の
串
は
、
之
が
遮
脆
圭
誘
ふ
ζ

と
を
溢
〈
る
鴻
め
に
は
低
〈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ム
て
肘
る
叫

(
駐
四
七
)
シ
ャ
ン
ツ
は
、
何
故
に
資
本
利
子
枕
由
成
m
ー
と
し
て
心
刺
子
が
バ
イ
エ
ル
ン
に
於
て
他
聞
に
於
け
る
よ
り
も
少
い
か
は
、
此
聞
の
机
軸

遊
説
が
他
。
刷
出
品
同
よ
り
も
一
一
昨
不
良
な
る
こ
と
に
ふ
什
す
と
い
ふ
て
居
る
叫

ニ
各
の
課
税
方
法
に
特
段
す
る
快
貼

ω
 

A
直
接
融
税
方
法
の
蝕
鮎
I
l
l
.と
[
て
は
、
此
に
て
は
大
館
辿
脱
の
一
一
尉
多
〈
捕
捉
の
一
府
六
っ
か

L
き
ニ
ご

を
懇
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
っ
此
不
完
全
に
仲
ふ
て
人
の
戚
す
る
不
快
の
念
正
い
ふ
こ
ピ
も
あ
る
。
此
は
恰
か
も
間

接
課
税
方
法
に
よ
り
て
避
け
得
ら
れ
る
国

B
間
接
税
税
方
法
の
柏
駅
貼
|
|
問
銭
謀
税
方
怯
に
E
は
、
前
者
に
反
し
、
似
上
て
辿
脱
の
少
〈
、
柿
犯
の
一
一
尉

確
貨
な
る
を
得
川
口
所
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
特
に
内
閥

ω無
記
名
債
券
ゃ
、
外
岡
人
の
も
つ
内
同
議
ゑ
の
如
き

は
、
直
接
説
税
方
訟
で
は
到
底
完
全
仁
姉
捉
山
来
十
、
此
間
接
方
法
仁
よ
'
り
て
初
め
て
完
全
仁
捕
捉
し
得
る
所
で

あ
る
け
れ
H

と
も
、
内
閣
人
が
外
岡
に
投
資
し
た
る
も
の

J
b
l
て
生
宇
る
利
子
牧
入
が
直
接
融
税
方
法
で
は
成
度

ま
で
捕
梶
山
由
取
る
の
に
、
却
っ
て
間
後
方
法
で
は
出
来
な
い
ご
い
ふ
特
段
な
る
銚
冊
聞
が
此
に
存
す
る
(
性
問
入
)
。
そ

し
て
北
(
の
間
後
法
の
下
に
外
来
利
子
牧
入
を
捕
捉
[
得
ぬ
こ
己
に
は
、

や
が

τ内
閲
人
を

L
て
禁
も
つ
所
の
内
問

設
券
を
も
外
凶
に
移
し
外
凶
で
支
机
を
受
け
し
む
る
こ
正
に
誘
ふ
の
泌
が
あ
る
c
早
一
れ
か
ら
会
卒
負
捻
の
品
川
め
に

宗
主
八
駿

) 

第
二
寸
二
審

;!L 
O 

叢

資
本
利
子
枯
由
扶
鮎

論
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(
第
六
拙

前甚

資
本
利
子
抵
の
陣
動

第
二
十
二
巷

) 

t命

九
u 

必
要
な
る
制
度
、
累
進
、
免
税
鮎
、
人
的
事
情
叫
酌
、
負
債
利
子
共
他
の
設
用
の
控
除
な
ど
の
一
府
行
ひ
悪
い
ご

ム

正

副j 前五
j/.J j品 E

集 部 - 3

h五 五 此

f;l i;l思
(2)12l王
(l)(bj 法

jjj青の快
事貼
F自己

な

れ
ば
な

ら
ぬ

(
註
回
A
)

(
註
回
九
)

最古

モw、
~ßn 

以
上
要
之
、
我
闘
に
於
て
近
〈
資
本
利
子
税
の
出
来
た
こ
ご
は
税
制
俊
展
上
、

一
重
大
事
で
あ
可
、
税
幽
阻
系
の

完
成
か
ら
し
て
も
、
枇
曾
政
策
的
見
地
か
ら
し
て
も
一
の
成
功
ど
は
認
め
て
可
で
あ
る
が
、
仔
細
に
貼
検
す
る
正

き
に
、
此
に
は
現
論
上
質
際
上
、
曲
牌
た
公
一
中
負
擦
の
上
か
ら
も
、
経
憐
及
一
舵
曾
政
策
上
か
ら
も
、
租
枕
技
術
上
か

ら
も
帥
腕
貼
の
脱
出
て
多
き
も
の
な
る
こ
ご
を
見
出
さ
な
〈
て
は
な
ら
泊
。
そ

L
て
其
は
日
本
の
新
に
採
う
た
方
法

が
叫
帆
貼
を
も
っ
己

ν
ふ
に
け
で
は
な
〈
、
之
を
如
何
ゃ
う
改
治
し
て
も
帥
肺
結
を
避
け
ら
れ
凶
ご
い
ふ
こ
正
を
見
出

z
n
f
e
?
J
l
rーで
i
f
b
r
e
、Q

1
7
t
t
』

7
7
t
v
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